
１．区の現状の整理

空家等の現況、人口（高齢者人口、将来人口推計等）など、区

の現状を整理します。

２．空家等の実態

空家等現地調査結果、建物使用実態アンケート調査、関係者へ

のヒアリング調査を整理し、空家等の実態を把握します。

３．課題の整理

区の現状、空家等の実態からみえる課題を抽出し整理。空家等

対策計画を検討するための基礎資料を作成します。

•【抑制】他部署と連携し、今後空家等となる可能性のある建物所有者等に働きかけを行うなどの発生抑制策を記述します。

•【相談】空家等に関する相談を受ける窓口や、連携する部署、各種専門家などについて記述します。

１．空家等対策計画策定を策定する背景と目的

空家等の傾向や、発生している問題、空家等対策に向けた

国の動き、区の役割などについて整理します。

２．計画の位置づけ

空家法や世田谷区基本計画、世田谷区住宅整備方針などの

関連法令、関連計画との位置づけ等を整理します。

３．対象とする空家等の種類

空家等対策計画で対象とする空家等の種類について記述し

ます。

第１章 空家等対策計画の基本事項（空家法第６条①）

１．対象とする地区

実態調査の結果を踏まえ、空家等対策の対象とする地区について記述します。

２．計画期間

空家等対策計画の計画期間について記述します。

３．基本方針

空家等の実態や問題・課題を踏まえ、基本方針を整理します。

１．空家等を増やさないための取組み・相談体制（空家法第６条⑦）

第２章 区の現状及び空家等の実態からみえる課題の整理

•【調査】空家等の調査に関する事項について記述します。

•【管理】適正管理の必要性や責務について意識を高めるための方策などについて記述します。

•【流通】民間不動産市場での流通に繋げるための取組みについて記述します。

２．空家等の調査・適切な管理等の促進（空家法第６条③④）

•【利活用】各行政課題の解決に資する空家等及び跡地の利活用の方針や方策について記述します。

３．空家等及び跡地の活用の促進（空家法第６条⑤）

•【管理不全】管理不全な状態が解消するための指導・助言等の方策について記述します。

•【著しく管理不全（特定空家等に該当）】特定空家等と判断する空家等の判断基準と、措置を実施する手順等について

記述します。

４．管理不全な空家等に対する措置（空家法第６条⑥）

第３章 空家等対策の基本事項（空家法第６条①②）

空家等対策計画を作成する場合「空家等対策の推進に関する特別措置法

（平成26年法律第127号）（ 以下「空家法」という。）」第６条の規定

により、「次に掲げる９つの事項について定めるものとする」とされて

います。

①空家等に関する対策の「対象とする地区」及び「対象とする空家等

の種類」その他の空家等に関する対策に関する基本的な方針

⇒ 第１章 、第３章

②計画期間 ⇒ 第１章

③空家等の調査に関する事項 ⇒ 第４章

④所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 ⇒ 第４章

⑤空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進に関する事項

⇒ 第４章

⑥特定空家等に対する措置（空家法第14条の助言～代執行をいう）

その他の特定空家等への対処に関する事項 ⇒ 第４章

⑦住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 ⇒ 第４章

⑧空家等に関する対策の実施体制に関する事項 ⇒ 第５章

⑨その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 ⇒ 第６章

【空家法第６条で定めるものとするとされていること】

（仮称）世田谷区空家等対策計画（骨子案）

他部署と協力して空家等対策を推進す

るための、庁内組織について整理します。

また、空家等対策計画の確実な実施・運

用を図るため、庁内組織と専門家の連携

を検討し、円滑に空家等の対策を実施で

きる体制を構築します。

第５章 実施体制（空家法第６条⑧）

対策

対策

空家等対策計画の検証や、検証を踏ま

えた計画見直しの方針等について整理し

ます。また、「世田谷区土地利用現況調

査」に合わせて空家等の実態把握に努め

ます。

第６章 その他（空家法第６条⑨）

対策

１

管理不全な
状態

<空家でない>
居住・使用中

＜空家＞
適切に管理

著しく管理
不全な状態

【 骨子案の構成 】

平成29年11月 別添資料２

第４章 空家等対策の施策（空家法第６条③④⑤⑥⑦）



●空家等実態調査(平成28年～平成29年度実施)

以下の２種類の調査を実施しました。

• 空家等現地調査（P.３参照）

• 建物使用実態アンケート調査（P.４参照）

第１章 空家等対策計画の基本事項

１．空家等対策計画を策定する背景と目的
【背景】

近年、空家等は、少子高齢化や人口減少等を背景に、全国的に増加傾向です。中でも、適切な管理が

行われていない空家等が社会問題化しており、平成27年5月に空家等対策の推進に関する特別措置法

（以下「空家法」という）が全面施行されました。区では空家法を受け、平成28年4月に「世田谷区空

家等の対策の推進に関する条例」を施行し、住環境に深刻な影響を及ぼす管理不全な空家等への対策に

取り組んでいます。

【目的】

空家等の適切な管理は所有者等の責務であることを基本としつつ、空家等の適切な管理や流通・利活

用などの取組みを推進し、良好な住環境の保全を図るとともに、区と所有者等が関係団体・機関との連

携・協力等を通じて、世田谷区基本構想のビジョンである、「災害に強く、復元力を持つまちをつく

る」「より住みやすく歩いて楽しいまちにする」をめざし、空家等対策をより総合的かつ計画的に推進

することを、（仮称）世田谷区空家等対策計画（以下「計画」という）の目的とします。

●世田谷区の将来人口推計

• 総人口は、一貫して増加傾向が続き、平成54年に
は、平成29年と比較して約19.5万人増加すると推

計されます。

• すべての世代において人口増加が見込まれます。

※総人口は外国人も含む

●関係各所へのヒアリング

空家の実情を把握するため、専門家団体等（弁護士、司法書士、土地家屋調査士、建築士、宅地建物

取引士、金融機関、世田谷トラストまちづくり）及び関係所管（都市整備、区民生活、保健福祉領域）

へヒアリングを実施しました。以下は抜粋となります。

• 空家等にしないことがまずは重要となる。また、財産の共有化をせず、権利の一本化も重要、生前贈
与も考えられる。

• 空家の問題は様々なので、問題に応じた専門家が関与することが必要。専門家に相談することで解決
に繋がることも多いため、早めに相談して欲しい。

• 高齢の方は情報提供をしただけでは動けない方や、情報を把握しきれない方も多い。高齢の方にも分
かりやすい情報提供の仕方を検討する必要がある。

• 世田谷区内の不動産価値は高く、民間の不動産市場・流通は十分に機能しており、民間に任せて問題
ない。行政として空家バンク等の設置は必要ないと感じる。

• 空家等の利活用や、不燃化に関する事業など、空家等に係る連携を強化することで、行政課題の解決
につなげることができる。

第２章 区の現状及び空家等の実態からみえる課題の整理（１）

戸建住宅 全住戸が空き室の
共同住宅・長屋

店舗・工場等
（非住宅）

本計画の対象空家等

３．対象とする空家等の種類
【本計画における空家等の定義】

• 本計画で対象とする空家等は、空家法第2条第1項に規定する「空家等」とします。
（戸建住宅、店舗、全ての室が空室となっている共同住宅等も対象となります）

• 空家等の発生を抑制する取組みでは、将来「空家等」となる可能性のある建物等を対象とします。
• 利活用の取組みでは、上記の「空家等」に加えて、共同住宅の空き室や、跡地も含めます。

【空家等】 空家等対策の推進に関する特別措置法第２条第１項

この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がな

されていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む）をいう。た

だし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

２

（仮称）世田谷区空家等対策計画

空家等対策の推進に関する特別措置法

根拠

関連即す

上位計画等 関連法令

建築基準法

世田谷区空家等の対策の
推進に関する条例

世田谷区都市整備方針、世田谷区住宅整備方針

世田谷区基本構想 世田谷区基本計画

２．計画の位置づけ

●空家等の棟数

空家等現地調査終了時点で、空家等である
と把握した建物の数

966棟（平成29年7月末現在）
※平成23年度の世田谷区土地利用現況調査

では空家の数は277棟であり、この６年間

で約3.5倍に増加している。
出典：平成29年世田谷区将来人口推計(世田谷区)

現地調査対象棟数：

1,492棟（平成29年4月現在）

平成28年度世田谷区土地利用現況調査結果
と、これまで区が把握していた空家の情報
を加味して算出した建物の数

アンケート調査対象棟数：

1,168棟（平成29年6月現在）

建物使用実態アンケート送付時点で、空家
等現地調査の途中経過により、居住や解体
が確認できたものを除いた建物の数

（2017年）（2022年）（2027年）（2032年）（2037年）（2042年）



第２章 区の現状及び空家等の実態からみえる課題の整理（２）

平成28～29年度に実施した空家等現地調査では、事前に設定した空家等評価基準を用いて各空家

等を調査し評価しました。現地調査対象1,492棟のうち、空家等の可能性が高い（空家等だと思われ

る）建物は966棟あり、世田谷区内のほぼ全域に分布していることが分かりました。結果を踏まえ、

以下の基準で、調査した空家を分類し集計しました。

３

空家等は全域に分布していますが、以下の地域
に多い傾向がみられます。

・世田谷、若林、太子堂付近

・東玉川と奥沢付近

高齢者のみ世帯が多い地域は、空家等が多い傾
向があります。

出典：平成27年国勢調査（総務省）を元に作成

旧耐震の建物が多い地域は、空家等が多い傾向
があります。

出典：平成28年土地利用現況調査（世田谷区）
を元に作成

建物倒壊や延焼の危険地域は、空家等が多い傾向
があります。

出典：平成25年地震に関する地域危険度測定調査
報告書（東京都）を元に作成

低 空家等密度 高

65歳以上のみ世帯数

総合危険度
（災害時活動困難度を考慮）
低 高

【65歳以上のみの世帯数の分布】【空家等密度の分布】

【総合危険度分布（災害時活動困難度を考慮）】【旧耐震建物及び密度分布】

300-400
400-500
500世帯以上

100世帯以下
100-200
200-300

凡例 分類基準 棟数 概 要 内 容

Ａ 8 著しく管理不全
改善要請及び特定空家等として対応すべきか検討

（平成29年7月末時点で特定空家等は4棟）

Ｂ 156 管理不全 改善要請を検討

Ｃ 317 管理不全予備軍 経過観察

Ｄ 485 良好な状態 良好

空家等の集中エリアをわかりやすく表現
するために、各地点の数量と空間的な関
係をもとに密度解析を行います。

低 旧耐震密度 高

旧耐震分布

：空家等密度の分布

：空家等密度の分布 ：空家等密度の分布



31.3

24.2

11.9

28.6

18.5

2.6

0% 20% 40%

自らまたは親族で使用したい

売却したい

賃貸したい

まだ決めていない

その他

無回答

④建物の将来の活用希望 （総数=227複数回答）

14.1
15.0

11.0
11.0
9.7
10.6
10.1

4.8
7.9

4.8
5.7

15.9
4.8
8.8
7.0

22.5
5.7
4.8

17.2
25.6

0% 10% 20% 30%

仕事が多忙等により、労力をかけることが難しい
年齢や身体的な理由で、労力をかけることが難しい

リフォームしたいが金銭的に難しい
取り壊したいが金銭的に難しい

専門家の種類がたくさんあり、相談先がわからない
専門家への相談費用がいくらかかるかわからず不安である
家族・親族との思い出があり、賃貸や売却に抵抗がある

賃貸・売却したいが、賃貸・売却価格が低い
賃貸・売却したいが、相手が見つからない

賃貸で貸した場合に、自分が使いたいときに不自由がある
賃貸で貸した場合に、どんな人が借主になるか不安である

荷物等が置いたままであり、その処分に困っている
家族内で意見が分かれ、利活用の話がまとまらない
相続関係者との合意が難しい・難しいと感じている
土地所有者との合意が難しい・難しいと感じている

更地にした後の固定資産税が上がる
建築基準法の制約や上下水道が未整備等の理由で利活用が出来ない

どのようにしたら良いかわからない
その他
無回答

⑥建物の活用に関して「困っていることや悩み」 （総数=227 複数回答）

27.8

6.3

4.8

33.3

33.3

38.1

19.0

12.5

33.3

16.7

15.9

9.5

6.3

16.7

28.6

33.3

25.0

50.0

9.5 

31.0 

50.0 

1.6

6.3

50.0

33.3

5.6

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

すぐに住める状態(n=18)

軽微な修繕や片付け等をすれば住める状態(n=63)

老朽化や破損等により大規模な修繕等が必要(n=42)

住むのは困難な状態(n=16)

把握していない(n=2)

その他(n=3)

⑦「使用しなくなってから経過した期間」×「現在の建物の状態」クロス集計

１年未満 １年～３年未満 ３年～５年未満 ５年～10年未満 10年以上 わからない 無回答

30.2

31.9

29.2

33.3

60.0

18.8

26.2

27.7

20.8

16.7

20.0

12.5

12.7

12.8

12.5

16.7

6.3

33.3

23.4

20.8 

50.0

25.0

16.7 

17.0 

25.0 

20.0 

37.5 

4.0 

2.1 

0% 20% 40% 60%

～昭和46年(n=126)

昭和47年～昭和56年(n=47)

昭和57年～平成2年(n=24)

平成3年～平成12年(n=6)

平成13年～平成22年(n=5)

わからない(n=16)

自らまたは親族で使用したい 売却したい 賃貸したい まだ決めていない その他 無回答

23.5

4.6

22.2

2.6

3.3

3.9

22.2

0.7

14.4

2.6

0% 10% 20% 30%

居住者が死亡し相続したが、他に居住しているため

居住者が死亡したが、相続問題等で所有者が決まっていないため

居住者が介護施設等に入所又は入院したため

居住者が年齢等の理由で利便性の良い住宅等に転居したため

転勤などで長期不在のため

住む人の増減等、暮らしに変化が生じて転居したため

借家人が退去したため

建物の老朽化により、居住が困難となってきたため

その他

無回答

⑤「建物を使用しなくなった原因・きっかけ」 （総数=153）

第２章 区の現状及び空家等の実態からみえる課題の整理（３）

４

→回答者の約69％は60歳以上でした。

空家等の現地調査を行った結果、平成29年6月時点で居住の確認や、解体済が確認できた建物等を除いた

1,168棟にアンケートを送付※しました。平成29年9月4日到着分時点での回収率は44.9％（524通）でした。

以下はその中から「日常的に居住していない建物」についての分析結果の抜粋となります。

※固定資産税の納付書の送付先

54.5 

20.9 

9.8 

3.0 

2.1 

0.0 

7.2 

2.6 

0%25%50%75%

～昭和46年(築46年以上)

昭和47～56年(築36～45年)

昭和57～平成2年(築28～35年)

平成3～13年(築17～27年)

平成13～22年(築7～16年)

平成23年～(築年6年以前)

わからない

無回答

②概ねの建築年 （総数=235）

9.2

27.5

13.7

26.1

18.3

2.6

2.6

0% 10% 20% 30%

１年未満

１年～３年未満

３年～５年未満

５年～10年未満

10年以上

わからない

無回答

③建物を使用しなくなってから

経過した期間
（総数=153）

→使用しなくなった原因の約50％は「居住者の死亡」や「施設への入所又は入院」でした。

→活用に関する悩みの上位は「更地にした後の固定資産税上昇」「荷物等の処分」「年齢等で労力
をかけられない」でした。

→旧耐震基準（昭和56年以前）に建てられた建物
は全体の約75％でした。

→建物の状態別にみると、状態のよくないものは、空家になってからの期間が長い傾向がありました。

→平成２年以前では、築年数が古いほど将来の意向を「まだ決めていない」傾向がありました。

⑧「建物の将来の活用希望」×「概ねの築年数」クロス集計

→５年以上経過した空家等は全体の約44％でした。
→約28％の所有者は、建物の将来の意向がまだ
決まっていませんでした。
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その他



空家等の発生要因は、相
続や福祉施設への入居な

ど、高齢者に関係する理

由が多いです。

空家等の所有者は高齢者
が多いです。

空家等の多い地域と高齢
者のみ世帯が多い地域等

に相関が見られます。

平成23年度の世田谷区
土地利用現況調査で

277棟、平成28～29年

度の空家等実態調査で

966棟の空家等を確認、

６年間で約3.5倍に増

加しています。

地域貢献を目的とした
空き家等を活用する

「空き家等地域貢献活

用相談窓口事業」を実

施しています。

庁内連携により、空家
等の行政課題に応じた

活用支援を実施してい

ます。

建物状態の良い空家等
の地域貢献活用への要

望は低いです。

空家等はそれぞれに困
りごと・悩みが異なり

ます。

リーフレットを作成し、
窓口等での配布や、

ホームページで掲載を

しています。

第２章 区の現状及び空家等の実態からみえる課題の整理（４）

空家等の増加を抑制で
きるよう、発生要因に

対して働きかけを行う

ことが必要です。

高齢の方にも分かりや
すい空家等対策の情報

提供が必要です。

保健福祉部門等と連携
し、空家等を所有する

高齢者と、その家族等

に働きかけていくこと

が必要です。

様々な悩み等に対応す
るため、専門家等と連

携が必要。また、分か

りやすい相談先の案内

が必要です。

具体例を含めた情報発
信を行い、より活用の

イメージを持てる意識

啓発が必要です。

空家等の将来の活用を
決めていない所有者に

対し、活用に向けて動

きだせるような情報提

供、啓発活動等が必要

です。

地域特性に応じた対策
が必要です。

空家等の増加 利活用適正管理等の啓発 不動産市場・流通 地域課題高齢化 管理不全な空家等

実態調査等の結果から、
区の空家等は増加の傾

向があります。空家等

の総数の増加は、管理

不全な空家等の増加に

つながる可能性があり、

地域の生活環境に影響

を与えるおそれがあり

ます。

高齢化社会により施設
入居等の機会が増え、

空家等の増加が予想さ

れます。

高齢の方は情報提供を
しただけでは行動しに

くい人や、情報を把握

しきれない人も多く、

対応が遅くなるおそれ

があります。

空き家等の地域貢献活
用を働きかける建物所

有者等の情報が不足し

ています。

庁内連携をするための
空家等の情報整理や、

仕組みの構築が不足し

ています。

区内の住宅や土地の価
値は高く、民間の不動

産市場は積極的です。

空家等の築年数が古い
ほど、空家等の将来の

活用を決めていない傾

向があります。

建物の状態が悪くなる
ほど、活用の方向性が

決まっていない割合が

高い傾向があります。

民間の流通に乗らない
空家等は、空家期間の

長期化を招き、管理不

全な状態となることで、

更に活用が困難になる

おそれがあります。

所有者の意向が決まら
ないと、事業者等も活

用に向けた踏み込んだ

提案ができません。

外観目視による判定を
行った966棟の空家等

のうち、著しく管理不

全な状態を８棟、管理

不全な状態を156棟、

管理不全予備軍を317

棟確認しました。

空家期間が長期化する
と管理不全な空家等と

なりやすい傾向があり

ます。

管理不全予備軍の空家
等の放置によって、状

態が更に悪化し、管理

不全な空家等が増加す

るおそれがあります。

空家等の現場調査、所有者等アンケート、関係各所へのヒアリングの結果等からみえる空家等の現状と問題点、課題を対策の論点となる事項ごとに整理します。

相談先（専門家等）が
多岐に渡り、空家等の

所有者がどこに相談す

ればよいか分かりにく

い状況があります。

空家等を活用するため
の具体的な方法等が、

所有者の中でイメージ

できず、放置されてい

るケースがあります。

空家等が集中している
地域があります。

木造住宅密集地域等の
災害の危険性が高い地

域に、空家等が多く存

在しています。

災害時に管理不全な空
家等の倒壊や延焼等が

発生し、被害の拡大を

招く恐れがあります。

５

課
題

問
題
点

現
状

論
点

空家等の利活用に向け
たより積極的な情報発

信が必要です。

空家等の利活用のため
の情報整理や、仕組み

の構築が必要です。

管理不全な空家等への対
応が必要です。

使い道の決まらない空家
等への対応が必要です。

段
階 管理不全な空家等の対策管理・流通発生抑制 利活用



建築安全課が中心となり、事業所管や外部の専門家・企業・団体等と連携して、空家等の対策

を推進します。

（１）発生抑制

・空家等を発生させないことが最も効果的な空家等対策であることから、

新たな空家等の発生を抑制するため情報提供・意識啓発等を行います

・専門家等の相談窓口を設置するなどして、相続や権利関係の問題等に

対応し、空家等の発生を抑制します。

（２）管理・流通

・空家等になった場合は、空家等をそのまま放置させないための意識啓

発や情報提供を行い、空家等の適正管理を働きかけます。

・専門家等の相談窓口を設置するなどして、専門家等による管理・流通

の促進を行います。

・流通に関しては、不動産の需要が多く、民間不動産市場が充実してい

ることから、基本的に民間に委ねるものとします。

（３）利活用

・空家等の情報を整理し、関係所管から行政課題に応じて公的な使用目

的の相談があった際に、空家等の所有者へ働きかけを行います。

・「空き家等地域貢献活用相談窓口」事業にみられる空き家等の所有者

と利用者のマッチングを行います。

・高齢者、低所得者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者向け住宅の確保

及び供給促進を図るため、空き家を住宅確保要配慮者円滑入居賃貸

住宅として有効活用すること等の取り組みを推進し、東京都等関係

団体と協議を行うとともに、世田谷区居住支援協議会において、福祉

施策と連携した居住支援策を検討します。

（４）管理不全な空家等の対策

【空家等（特定空家等を除く）】

・管理不全な空家等に対し、適切に指導、助言等を行い、自主的な改善

を求めます。

【特定空家等】

・特定空家等に該当する空家等に対し、空家法に基づき自主的な改善を

求めます。所有者による改善がなされない場合は、行政代執行等を視野

に入れた措置の検討を行います。

第３章 空家等対策の基本事項

＜空家でない＞
居住・使用中

管理不全な
状態

著しく
管理不全な状態

＜空家＞
適切に管理

１．対象とする地区
・平成29年度に区が実施した空家等実態調査では、区内全域に空家等が分布しており、空家等の対策

は区内全域で行うことが必要であると考えることから、区内全域を対象とします。

２．計画期間
・計画期間は、平成30年度から平成34年度までの５年間とします。

・社会・経済状況の変化や、国や都の動向、区の関連計画を踏まえ、必要に応じて見直しを

行います。

第５章 実施体制第４章 空家等対策の施策

３．基本方針
１．建築物等の所有者等に対して情報提供・啓発活動等を行い、周辺の環境に影響を及ぼす空家等の発

生抑制に繋げます。

２．空家等について、空家等の所有者等に対して情報提供・啓発活動等を行い、空家等の適正管理や流

通・利活用を推進します。

３．管理不全な空家等について、空家等の所有者等に対して改善要請を行い、自主的な改善を求めます。

４．特定空家等について、空家等の所有者等に対して助言・指導、勧告、命令を行い、自主的な改善を

求めます。所有者等による改善がなされない場合は、行政代執行等を視野に入れた措置の検討を行

います。

６

・弁護士
・司法書士
・土地家屋調査士
・建築士
・宅地建物取引士
・金融機関
・造園業者 他

・（一財）世田谷
トラストまちづくり
・ＮＰＯ法人
・その他民間団体

情報管理・空家等対策計画管理
情報・
計画管理

事業
所管

建築安全課

・住宅課

・保育計画・整備支援担当課

・障害者地域生活課

・各総合支所 街づくり課

他

管理不全な空家等

・建築安全課
・各総合支所 地域振興課

・施設運営団体
（保育・障害者施設等）
・その他民間団体

専門家 利活用 施設運営

各行政課題の解決に資する
空家等の利活用

第６章 その他

・計画の検証や見直しの方針について整理します。

・世田谷区土地利用現況調査等に合わせて、空家等の実態把握に努めます。

区の現状・空家等の実態から見えた課題に対して、これまでの取組みも踏まえて、以下の４つ
の方向性で施策を展開し、空家等対策をより一層推進していきます。
（流通：民間主導のもの、利活用：公益に資するもの）

世
田
谷
区

保健福祉
部門

外
部

専門家・
企業・団体


